
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
令和３年 1 月１３日 発行者 

（一社）那覇青色申告会 

〒900-0021 

那覇市泉崎 1-13-23 2 階 

TEL：098-868-8218 

FAX：098-868-1094 

e-mail：info@naha-aoiro.jp 
申告特集号 

大事なお知らせ！ 

「確定申告」の手続きでは、税務署より確定申告書は郵送されま

せん。その代わり、「確定申告のお知らせ」ハガキか封書で郵送さ

れますので、事務局へ来局の際は必ずお持ち下さい！ 

【ハガキ版】 税務署より令和３年 1 月２８日（木）発送予定 

① 

【封書版】 

で囲まれている箇所は、凄く大事な内容が
記載されています。来局時にお忘れになると、
取りに戻っていただく場合もあります。 
必ずご持参ください！ 

マイナンバーカードがますます便利になります！！ 

「通知カード」から「マイナンバーカード」への切り替えをお願い致し

ます。確定申告の際、「マイナンバーカード」を使用する事でスムーズ

に済ませることができ、お知らせハガキ等が無くても大丈夫です！ 

 
※ 防衛施設局等からの資料は全てお持ち下さい。 
※ 軍用地料にかかる固定資産税の「納付書」をお持ち下さ

い。固定資産税を納めた「納税証明書」や「領収書」だ
と、軍用地等の「地番」が分からない場合があります。 

 

軍用地料の申告がある皆様へ 



 

 

  

② 

手書きで決算書を作成される皆様へ！ 

オリジナルの科目

は、㉕から㉚に記入

下さい。 

枠
内
に
ご
記
入
下
さ
い
。 

こちらの那覇青会専用決算書
に「エンピツ」にてご記入し、
事務局までお持ち下さい。 
書き間違えた場合には、二重

線を引かずに、消しゴムで消し、
正しく書き直して下さい。 

消費税の確定申告をされる皆様へ！ 

令和元年 10 月から消
費税の増税に伴い「軽減

税率制度」が導入されま

した。消費税の確定申告
（一般課税制度）を行う
方は、左記「課税取引金
額計算表」のように消費
税率ごとの区分集計を行
って下さい。 
「簡易課税制度」を選択

されている方は、売上の
部分のみ区分集計を行っ
て下さい。 
※左記「課税取引金額計算表」

は、国税庁ＨＰに掲載されて

おります。必要な方は、各自

で印刷をお願いします。 

旧税率 
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新税率 

８％ 

 

 

 

 

 

 

新税率 
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※ 前回の確定申告の際にお渡しした「OCR決算書（一般用）・（不動産用）・（農業用）」を

ご利用下さい。紛失された方は、事務局の「受付窓口」にてお求め下さい。 

※ 会計ソフト「ブルーリターンＡ」利用者はご使用になれません。ご了承下さい。 

※ 減価償却費の計算・貸借対照表は前回お渡しした用紙をご利用下さい。 
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会員掲示板に掲載された会員様から、仕事に繋がったとか、問い合わせが合

ったなど、うれしい反応がありました。お気軽にお申込み下さいね(^_-)-☆ 

③ 

よくある質問（所得控除） 

社会保険料控除は、「国民健康保険料

（税）」「国民年金、国民年金基金」「社会保

険料」「介護保険料」などが対象で、小規模

企業共済等掛金控除は、代表的には「小規

模企業共済」が対象となります。 

両控除とも、「令和 2 年中に支払った金

額」が控除対象（督促等は対象外）となる

為、「所得控除証明書」及びそれに関係する

資料等が郵送されます。その「証明書関係

書類」を持参するか、支払った「領収書の

コピー」でも差し支えありません。 

医療費控除は、「治療」に対する支払いが対象となる為、 

人間ドックや健康診断など「健康維持」に関する支払いは

対象外（※条件有）です。又、老人ホームや介護施設の利用料でも、内容によっては「対象外」の施設

もありますので事前にご確認下さい。新型コロナウイルス関連については、医療機関等の指示等により

「ＰＣＲ検査」を受けた場合、自己負担分が対象となりますが、自己の判断によりＰＣＲ検査を受けた

場合には対象外となります。ただし、そのＰＣＲ検査の結果「陽性」であることが判明した場合には、

その費用及びその後の治療費は医療費控除の対象となります。ただマスクの購入費は、あくまで「治療」

ではなく「感染予防策」となる為、医療費控除の対象外となります。 

一方、医療費控除の特例の一つである「セルフメディケーション税制」は、「健康の保持増進及び疾

病予防への取組」を行っている場合において、医療用から転用された「スイッチＯＴＣ医薬品」の購入

費用や、「医療保険各法」「予防接種法」に基づき行われる「健康診査」「予防接種」が対象となります。

その際には、「領収証又は結果通知表」の提出又は提示が必要となります。 

通常の「医療費控除」や「セルフメディケーション税制」を適用するには、専用の「医療費控除の明

細書」を作成し、確定申告書へ添付となりますが、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付する

ことによって、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができます。 

また、「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は「選択制」となっている為、一度、

確定申告で選択しての提出後、修正申告等による「制度の変更」はできません。ご注意下さい。 

医療費控除について教えて下さい‼ 

社会保険料控除や 

小規模企業共済等掛金控除は？ 

「医療費控除関係」「社会保険料関係」 

 ご自身の基礎控除や扶養親族の控除額

等は、右記の「令和２年分所得税の所得

控除（人的控除）」でご確認下さい。 

ただし、扶養対象者に別の収入（給

与・アルバイト、年金など）がある場合

や、生年月日によっては 

扶養控除の対象にならな 

いことがあります。 

確定申告をスムーズに 

終わらせる為にも、必ず 

事前にご確認下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 

必ず記帳データのバックアップを行って下さい！ 

 会計ソフトをご利用されていかがでしょうか？ 

 手書きで帳簿を作成されていた時と比べて「便利」「使いやすい」「青色申告特別控除 65万円を

受けることができた」等、うれしい反響が多くあります。 

しかし、・・・うれしいだけではありません。この様な事も・・・。 

 パソコンが壊れ、会計データが無くなった。 

 久しぶりにパソコンを立ち上げたら壊れてしまった。 

 ウィルスに感染してデータが無くなった。 

様々な理由でデータが開けなくなる場合があります。 

会計データが無くなってしまうと、初めから記帳を再入力しなければなりません。それは大変な

事です(+o+)。そうならないためにも、データのバックアップをこまめに行って下さい。 

（※事務局ではバックアップ用ＵＳＢフラッシュメモリーの販売も致しております） 

 当会では、会計ソフト「ブルーリターンＡ」の「帳簿印刷サービス」を行っております。帳簿は 7年

間の保存が義務付けられており、「ブルーリターンＡ」をご利用の方も原則プリントアウトした帳簿の

保存が必要です。また「電子帳簿保存」の届出書を提出している方でも、帳簿データの破損の可能性を

考えると帳簿をプリントアウトしておいた方が無難かと思います。 

皆様の事務負担軽減のために、ぜひ印刷サービスをご利用ください。 

【サービス内容】 

□総勘定元帳・補助元帳の印刷  □Ａ4ファイルの綴りこみ（ラベル・インデックス付） 

【料金】（税別） 基本料金（１年分） 2,000 円 ＋ 印刷枚数×10円 

※ 複数年をご希望の場合はお申込みの際に申し付け下さい 

【お申し込み】 申告時期または、お電話かメールでお申し込み下さい。 

【受け渡し・お支払方法】4 月以降の受け渡し及び現金にてお支払いとなります。ご了承ください。 

ブルーリターンＡ帳簿印刷サービスのご案内 

ブルーリターンＡをご利用の皆様へ！ 

生命保険料控除や地震保険料控除は、保険

会社から郵送された「所得控除証明書」をお持

ちして頂きます。 

紛失した場合には、保険会社に問い合わせ

し「再発行」して頂いてからご持参ください。

（通帳等に記載された金額では控除計算がで

きない為） 

所得控除に関する書類については、電子申告（e-tax）を利用する場合、添付省略となっています。しかし、確
定申告終了後に税務署から提出を要求される場合がある為、処分せず各自で大切に保管をお願い致します。詳しく
は事務局までお問い合わせ下さい。 

生命保険料控除・地震保険料控除

は、何を準備するの？ 

寄付金や、ふるさと納税の取り扱いは？ 

寄付金控除は、国や地方公共団体、特定公益増

進法人などに対し、「特定寄付金」支出した場合に

適用（所得控除）でき、「政治活動に関する寄付金」

「認定ＮＰＯ法人」など一定のものについては

「税額控除」を選択することができます。 

また、「ふるさと納税（所得控除）」も対象にな

っており、「寄付金控除」を適用するには、寄付し

た団体からの交付を受けた領収書等を添付又は

提示する必要があります。ご注意下さい。 

よくある質問 2（所得控除） 
「生命保険料・地震保険料関係」 

「寄付金控除関係」 


